	
	種目・耐用年数
	限度額
	対　象　者
	

	
	電気式たん吸引器
（5年）
	 　　６０，９１０円
	呼吸器機能に障がいのある方
	

	
	ネブライザー
（吸入器）（5年）
	３８，８８０円
	呼吸器機能に障がいのある方
	

	
	動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）
（5年）
	１７０，１００円
	人工呼吸器の装置が必要な方
	

	
	車いす（－）
	７６，０３０円
	下肢機能に障がいのある方
	

	
	クールベスト（－）
	２１，６００円
	体温調節が著しく難しい方
	

	
	紫外線カット
クリーム（－）
	年額 ４０，８２０円
	紫外線に対する防御機能が著しく欠けて
がんや神経障がいを起こすことがある方
	

	
	ストーマ装具
（消化器系）（－）
	年額１１１，４６０円
	人工肛門を造設した方
	

	
	ストーマ装具
（尿路系）（－）
	年額１４６，４５０円
	人工膀胱を造設した方
	

	
	人工鼻（－）
	年額１２６，３６０円
	人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方
	

	
	
	
	
	



	制　度　名　称
	対　象　者
	内　　　　　　容

	⑷　難聴児補聴器
購入等助成券等
の交付
　窓口


　…障がい福祉室
　
	・交付
　18歳未満で、両耳それぞれの聴力レベルが30デシベル以上の身障手帳交付対象とならない方
・修理
　上記により補聴器購入助成を受けた方
	軽度から中度（両耳の聴力レベルが各30デシベル以上70デシベル未満）の難聴児に対して、言語獲得及び生活適応を促進するため、補聴器の購入等を助成します。
＊保護者が市内居住であること。
・必要書類　申請書、見積書、医師の意見書

	⑸　福祉電話の貸与
　窓口


　…障がい福祉室
　　障がい者相談
支援センター
	 障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、身体障がいの程度が1級又は2級の方

	身体障がい者のコミュニケーション及び緊急連絡手段の確保のため貸与します。
電話（携帯電話を含む）をお持ちでない市町村民税均等割課税までの世帯に限ります。
・必要書類等　申請書、認め印、身障手帳、（市町村民税課税（非課税）証明書）
　※65歳以上の方は高齢福祉室支援グループにお問合せください。（電話06-6384-1360）

	 ⑹　車椅子の貸出し
　窓口


　…障がい福祉室
　　障がい者相談
　　　支援センター
	市内在住者
	 車椅子が必要だが身障手帳申請中のため交付を受けられない方などで、一時的に車椅子を必要とする場合、原則として1か月の範囲内で貸出しします。但し、入院・入所中は不可。また、介護保険対象者は介護保険制度をご利用ください。
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